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平成 24 年７月 12 日 

各 位 

会 社 名  ダイヤ通商株式会社 

代表者名  代表取締役社長 大矢 晃久 

  （ＪＡＳＤＡＱ・コード：７４６２） 

問合せ先  管理部課長  新島 裕一 

電話０３－５８０４－５０８１ 

 

 
新株発行差止仮処分命令申立却下決定への当社株主による抗告に対する、 

東京高等裁判所の棄却決定に関するお知らせ 
 

 

平成 24 年 7 月６日付「株主による新株発行差止仮処分命令申立てに関するお知らせ」及び同月９日付

「株主による新株発行差止仮処分命令申立ての却下に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、当社が

平成 24 年６月 27 日開催の取締役会において決議しました第三者割当てによる新株発行について、当社株

主から申し立てられた新株発行差止仮処分命令申立てに対して、東京地方裁判所から却下決定が言い渡さ

れておりました。 

そして、当該却下決定に対して、当社株主より、同月 10 日付で、不服申立て（即時抗告）がなされて、

同日抗告状が送達されておりましたが、本日、東京高等裁判所から、当社株主の即時抗告を棄却する旨の

決定が言い渡されましたので、お知らせいたします。 

これにより、当社が ESOP 導入のために行いました第三者割当てによる新株発行が適法であるとの司法

判断が、確定することになります。 

 

記 

１．棄却決定に至った経緯 

 

当社は、平成 24 年６月 27 日付「従業員持株会連動型 ESOP 導入とそれに伴う第三者割当による新株発

行のお知らせ」にてお知らせしたとおり、従業員への新しいインセンティブプランとして、株価向上及び

業績向上への従業員の意欲や士気を高めること及び従業員を通じたコーポレート・ガバナンスの向上等を

目的として、従業員持株会連動型 ESOP（以下「本制度」といいます。）の導入、及び、本制度導入に伴い、

本制度において当社従業員持株会へ当社株式を譲渡する主体となるSPVである一般社団法人ダイヤ通商従

業員持株会支援会（以下「本件一般社団法人」といいます。）を引受先とした第三者割当てによる新株式

の発行（以下「本件新株発行」といいます。）を実施することを決議しましたが、これに対し、当社株主

より平成 24 年７月２日付で、本件新株発行を差止める仮処分命令の申立てが東京地方裁判所に行われて

いました。 

 同月 9日、東京地方裁判所は、当該申立てについて、理由がないものとして却下決定（以下「本件却下

決定」といいます。）を言い渡しました。 

 本件却下決定に対して、当社株主より、同月 10 日付で、不服申立て（即時抗告）がなされておりまし

たが、本日、東京高等裁判所は、当社株主の即時抗告の申立てには理由がないとして、棄却決定（以下「本

件棄却決定」といいます。）を言い渡しました。 

 これにより、本件却下決定が、東京高等裁判所においても維持されました。 

 

２．即時抗告の申立てをした株主の名称等 

 

（1）氏 名  森猛 

（2）住 所  東京都豊島区 
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３．決定があった年月日及び裁判所 

 

（1）決定日 ：平成 24 年７月 12 日 

（2）裁判所名：東京高等裁判所 

 

４. 決定の内容 

 

   １ 本件抗告を棄却する。 

   ２ 抗告費用は抗告人の負担とする。 

  

５． 今後の見通し 

 

上記１．のとおり、本制度の導入及び本件新株発行は、従業員の意欲や士気を高めること及び従業員を

通じたコーポレート・ガバナンスの向上等を目的としたもので、当社の企業価値向上に資するものと判断

しておりましたが、本件棄却決定によって、司法により、当社の判断の正当性が認められました。当社と

いたしましては、当初の予定どおり、本制度の導入及び本件新株発行の手続を進めて参ります。 

今後も当社は、当社の企業価値向上のために最善を尽くして参る所存でございますので、株主の皆様に

おかれましては、引き続きご支援の程宜しくお願い申し上げます。 

以  上 

 


